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議案第４２号 

 

   令和５年度大東市一般会計補正予算（第９次）について 

 

令和５年度大東市の一般会計の補正予算（第９次）は、次に定めるところによる。 

 （繰越明許費の補正） 

 繰越明許費の追加は、「第１表 繰越明許費補正」による。 

 

 

   令和６年２月２０日提出 

 

大東市長  東 坂  浩 一     

- 1 -



　追　　　加 （単位：千円）

事 業 名 金 額

2 社 会 福 祉 費 3,6633 民 生 費 社 会 福 祉 総 務 経 費 （ 障 害 福 祉 ）

第 １ 表　　　繰　越　明　許　費　補　正

款 項
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議案第４３号 

 

   令和５年度大東市介護保険特別会計補正予算（第４次）について 

 

 令和５年度大東市の介護保険特別会計の補正予算（第４次）は、次に定めるところによ

る。 

 （繰越明許費） 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１３条第１項の規定により翌年度に繰り越

して使用することができる経費は、「第１表 繰越明許費」による。 

 

 

   令和６年２月２０日提出 

 

大東市長  東 坂  浩 一     
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（単位：千円）

事 業 名 金 額

1 総 務 管 理 費 4,4221 総 務 費 シ ス テ ム 管 理 経 費

第 １ 表　　　繰　越　明　許　費

款 項
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議案第４４号 

 

   令和５年度大東市後期高齢者医療保険特別会計補正予算（第４次）について 

 

 令和５年度大東市の後期高齢者医療保険特別会計の補正予算（第４次）は、次に定める

ところによる。 

 （繰越明許費） 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１３条第１項の規定により翌年度に繰り越

して使用することができる経費は、「第１表 繰越明許費」による。 

 

 

   令和６年２月２０日提出 

 

大東市長  東 坂  浩 一     
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（単位：千円）

事 業 名 金 額

1 総 務 管 理 費 2,6401 総 務 費 シ ス テ ム 管 理 費

第 １ 表　　　繰　越　明　許　費

款 項
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議案第４５号 

 

大東市手数料条例の一部を改正する条例について 

 

 大東市手数料条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

   令和６年２月２０日提出 

 

大東市長  東 坂  浩 一     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理      由 

 

 指定居宅介護支援事業者の指定の申請及び指定介護予防支援事業者の指定の申請を同時

に行う場合等における当該申請に係る手数料を追加することに伴い、所要の改正を行うた

め。 
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大東市手数料条例の一部を改正する条例（案） 

 

令和  年  月  日   

条 例 第   号   

 

 大東市手数料条例（平成１２年条例第４号）の一部を次のように改正する。 

 

 別表１７の項中「指定居宅介護支援事業者の指定の申請」の次に「（以下この項におい

て「指定居宅介護支援事業者の指定の申請」という。）」を、「指定居宅介護支援事業者の

指定の更新の申請」の次に「（以下この項において「指定居宅介護支援事業者の指定の更

新の申請」という。）」を、「指定介護予防支援事業者の指定の申請」の次に「（以下この

項において「指定介護予防支援事業者の指定の申請」という。）」を、「指定介護予防支援

事業者の指定の更新の申請」の次に「（以下この項において「指定介護予防支援事業者の

指定の更新の申請」という。）」を加え、同項に次のように加える。 

指定居宅介護支援事業者の指定の申請及び指定介護予防

支援事業者の指定の申請を同時に行う場合 

１件につき 

３５，０００円 

指定居宅介護支援事業者の指定の更新の申請及び指定介

護予防支援事業者の指定の更新の申請を同時に行う場合 

１件につき 

１０，０００円 

 

   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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